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説明会次第

１．あいさつ

２．電子契約サービスについて

３．事務手続について

４．質疑応答





    



    



   



    





    



    



    



    



    



    





    



    



    



    



    





    



    



    



    



    



    



    



    





   



   



   



   



   



    



電子契約の対象となる契約

■一般競争入札または指名競争入札を実施した、
 建設工事、建設コンサルタント業務が対象となります。

※令和６年１０月１日以降に、公告または通知をする案件から適用となります。

※契約締結時、受注者が電子契約または紙による契約とするかを選択します。



電子契約利用申出書について

 電子契約の利用にあたり、左記の「電子契約
利用申出書」の提出が必要となります。

 ■記載内容

  ・担当者及び確認同意者

  ・利用メールアドレス

 ※本市ホームページに様式等を掲

  載予定です。



電子契約締結フロー（当初契約）

事業者
• 落札者決定後、電子契約利用申出書の提出

市
• 契約書案の送付

事業者
• 契約関係書類の提出（技術者選任通知書・工程表・備考別表・契約保証書等）

市
• 契約決議後、契約書をクラウドサインへアップロード

事業者
• 契約書の確認・同意

完了
• 契約書の保管



変更契約について

■原則として、当初契約の契約方法と一致させることとします。

 当初契約が電子契約の場合     ⇒   電子契約
 
 当初契約が紙による契約の場合   ⇒   紙による契約



電子契約締結フロー（変更契約）

担当課
• 変更内容決定後、契約書案を事業者へ送付

事業者
• 契約関係書類を担当課へ提出（工程表・備考別表・契約保証書等）

担当課
• 契約書案及び契約関係書類を財政課へ提出

財政課
• 契約決議後、契約書をクラウドサインへアップロード

事業者
• 契約書の確認・同意

完了
• 契約書の保管



電子保証について

■契約保証及び前金払保証について、電子化された保証証書の提出を認めま
 す。（引き続き、紙での提出も可） 

※対象となる案件は、電子契約同様に、一般競争入札または指名競争入札を
 実施した、建設工事、建設コンサルタント業務とし、令和６年１０月１日
 以降に、公告または通知をする案件から適用となります。



電子保証フロー

 保証事業会社


